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厚生労働省に対して、「2008年度 連合の重点政策」の要請行動を実施 

 

 

 連合は 6 月 4 日、厚生労働省に対して、「2008 年度 連合の重点政策」（第 50 回中

央委員会で決定）を、同省の 2008 年度予算編成および当面の施策運営に反映させる

ことを求める要請行動を行った。厚生労働省からは、辻事務次官以下、各局局長が出

席した。 

 土屋副会長は冒頭、「雇用の格差を是正し、将来不安を払拭するような政策を実施

してほしい」などとあいさつ。辻事務次官は、「非典型雇用労働者の問題は大変重要。

正規雇用に転換できるような環境づくりに努めたい」などと応じた。 

 続いて、古賀事務局長が、最低賃金制度の改善、パート・有期契約労働者の均等待

遇の確立、偽装請負・違法派遣の一掃、法定割増率の引き上げ、基礎年金の税方式化

や被用者年金一元化等の年金制度改革などを内容とする「重点政策」の要請内容を説

明した。 

 これに対して、厚生労働省は、「最賃法一部改正法案が今国会で成立すれば、地域

最賃の適切な引き上げが図れる」、「日雇い派遣の調査を早急に行いたい」、「長時間労

働の是正には、所定労働時間の抑制と年休取得率の向上が重要であり、一律の数値目

標の設定よりも具体的対策が必要」、「基礎年金の税方式化は、財源確保等の観点から

も意見が一致しない」などと回答した。 

 なお、この後、柳澤厚生労働大臣に対しても「重点政策」についての要請を行った。 


